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※交通事故に適わないために次のことに気を付けましよう !

0歩″fの方'ハ

1 夕暮れに外出する際は、明るい服装

や反射材の着用等を心掛けましょう。

2 道路を横断する際は、絶対 |こ飛び出

さず、車の運転手 |こ横断意思等を示し

た上で、安全確認を確実 |こ行いましょう。

0=万 夢を層獅言″多″
^1 横断歩道は歩行者優先です。横断歩道 |こ近づけば減速し、歩

行者がいれば必ず一時停止しましょう。

2 相手の立場 |こ立つた思いやりのある運転を心掛けましょう。

3 ヘッドライ トは早め |こ点灯 しましょう。

4 自転車は車両です。車両として交通ルールを守り、

安全に利用 しましょう。             ど

0」Pτの方 ヘ

1 飲酒運転を「しない、させない、許さない」

環境作り|こ取り組み、飲酒運転を根絶しましょ

つ 。

2 運転に不安を感じる方やそのご家族、身体の

障害や一定の病気のため|こ安全な運転|こ支障の

ある方は、安全運転相談ダイヤル「#8080
(シ ャープハレバレ)」 |こ相談して下さい。
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SNSを 通 じて犯罪被害に遭う子どもたちが増えています。 トラブルに巻き込ま

う、 しつかりと考えましょう !

◎ 被害に遭わないためにできること(保護者の皆様へ)

☆ 必ずフィルタリングを l

ないよ

子どもが安全にインターネットを利用するために、年齢や利用状況に応じたフィルタリングを設定

しましょう。 ※ フィルタリングとは・・・主に未成年者の違法・有害なウェブサイトヘのアクセスを制

限し、安心してインターネットを利用できるよう手助けするサービスのこと。

☆ 家庭でのルール作りを 1

日頃から家庭でのコミュニケーションをとり、お子さんにインターネットの危険性を教えることや、
一緒に家庭のルールを作ることが大切です。
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有田湯浅警察署では、防災無線により特殊詐欺事件の警戒広報等を実施することがあります。ご協力お願い します。
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辰ヶ浜駐在所
からのお知らせ

7.3月 中.箕島漁港
内の倉庫において窃盗が
連続発生しています。

金品類は.倉庫内に置
かないようにしてくださ
い 。

また、不審な人物等を
見かけた場合は。有田湯
浅警察署又は駐在所への
運績をお願いします。
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辰ヶ浜駐在所

川端 基幹

7月 中の管 内
事件事故状況

【刑法犯】
窃 盗 6件

器物損壊 3件

運動の期間 :令和 4年 9月 21日 (水)～30日 (金)
○ 夕暮れ時に外出する際は、明るい服装や反射材の着用等を心掛けましょう。

○ 道路を横断する際は、絶対に飛び出さず、安全確認 を確実に行いましょう。

○ 相手の立場に立った思いや りのある運転を心がけましょう。

○ ヘ ッ ドライ トは早めに点灯 しましょう。

○ 飲酒運転を 「しない、 させない、許 さない」環境作 りに地域 ぐるみで取 り組み、和歌

山県から飲酒運転を根絶 しましょう。

○ 運転に不安を感 じる方やそのご家族、身体の障害や一定の病気のため安全な運転に支

障のある方は、安全運転相談ダイヤル 「#8080(シ ャープハ レバ レ)」 に相談 して

下さい。

◎ 被害に遭わないためにできること (保護者の皆様へ)
☆ 必ずフィルタリングを !

子供が安全にインターネットを利用するためには、スマートフォンの場合、

①携帯電話回線による接続

②無線LAN回線(Wi―Fi)よ る接続

③アプリによる接続

の3つのフィルタリングが必要となります。携帯電話大手3社が提供する「あん

じんフィルター」などでは、簡単な設定で①②③のフィルタリングが可能です。

しつかり説明を受けて、年齢や利用状況に応じたフィルタリングを設定しましょう。
☆ 家庭でのルール作りを !

日頃から家庭でのコミュニケーションをとり、お子さんに

インターネットの危険性を教えることや、

一緒に家庭のルールを作ることが大切です。

有田湯浅警察署では、防災無線により ることがありますo  ‐ 力お願 いします。
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